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１ 応募方法等について 

 

 

１ 募集期間 

平成２９年４月３日（月）から５月１９日（金）まで 

 

２ 応募方法 

次の書類を、持参または郵送等にて、事業の活動場所を所管する県農林総合事務所企

画調整室まで１部提出してください。 

※ＦＡＸ、メール等での提出は受け付けられません。 

  ※県農林総合事務所の所在地等については４ページをご覧ください。 

 

（１）提出書類 

【１次審査】応募される方は必ず提出してください。 

提出書類 備     考 

事業概要書 

・所定の事業概要書を提出してください。 

様式は、いしかわ里山づくり推進協議会（事務局：県里山振興室）

のホームページからダウンロードできます。 

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/satoyama/fund/ 

 

【２次審査】２次審査の対象となる方に対して、１次審査後、県里山振興室から連絡

します。 

提出書類 備     考 

事業計画書 

・所定の事業計画書を提出してください。 

様式は、いしかわ里山づくり推進協議会（事務局：県里山振興室）

のホームページからダウンロードできます。 

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/satoyama/fund/ 

直前２カ年の決算

状況が分かる書類 

・直前２カ年の決算書（個人事業主の場合は税務申告書） 

但し、新規で取り組もうとする方については不要です。 

構成員等が分かる

書類 

・株主等及び役員等一覧 

（資本金の構成員及びその出資額が分かるもの） 

・団体の構成員、所属等が分かる書類 

その他応募者の概

要が分かる書類 

・代表者プロフィール、会社概要等のパンフレット 

・団体の運営に関する規定等 

 

（２）書類の提出期限 

【1 次審査の書類】  平成２９年５月１９日（金） 

【２次審査の書類】  平成２９年６月上旬 

※受付時間 平日８：３０〜１７：４５ 

 

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/satoyama/fund/
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/satoyama/fund/
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（３）その他 

応募するにあたって、事前に事業概要書の内容等を確認しますので、事業の活動場

所を所管する県農林総合事務所までご相談願います。 

 

３ 審 査 

（１）審査方法 

【１次審査】  応募者から提出のあった書類（事業概要書）に基づき審査を行いま

す。 

【２次審査】  １次審査を通過した応募者を対象に、提出書類（事業計画書等）お

よび応募者が行う事業内容のプレゼンテーションに基づき審査を

行います。 

（２）審査時期 

【１次審査】  平成２９年５月 

【２次審査】  平成２９年６月 

       ※プレゼンテーションは、６月１２日（月）に「生業の創出」以外の

メニュー、６月１３日（火）に「生業の創出」のメニューについて

実施する予定です。その際に、商品の試食やサンプルがある場合は、

準備願います。 

 

４ 採 択 

（１）採択件数（予定） 

公募事業全体で２５件程度（生業の創出１９件、イベント支援１件、資源循環モデ

ル構築１件、里山景観の創造１件、多様な滞在メニュー開発３件） 

 

（２）採択時期（予定） 

平成２９年７月 

 

（３）通 知 

審査結果は、後日、いしかわ里山づくり推進協議会から通知します。 

その後、採択となった方は、別途、交付に係る諸手続きを行っていただきます。 

採択又は交付の際、予算の都合等により希望金額が減額される場合があります。 

 

（４）採択後について 

・ 採択式への出席をお願いします。（日時は後日連絡します。） 

また、その際に、事業概要のプレゼン等をお願いすることがあります。 

・ 応募書類の秘密保持には十分配慮いたしますが、助成が決定した場合は、実施主体

名、住所、電話番号、代表者名、事業名、助成金額等を公表することがあります。 
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（採択までの流れ） 

 

 

  

募集期間：

H29.4.3（月）～5.19（金）

実施時期：５月

通知

提出期限：６月上旬

実施時期：６月

プレゼン　6.12（生業の創出以外）

通知 　　　　　6.13（生業の創出）

７月

事業者

採　択 不採択

応　募
※提出書類：事業概要書

書類提出
※提出書類：事業計画書等

１次審査
（事業概要書による審査）

２次審査
事業者によるプレゼン
事業計画書等の審査
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（書類の提出先）  

 事業の活動場所を所管する石川県農林総合事務所企画調整室へ提出してください。 

 

●石川県南加賀農林総合事務所 企画調整室 
    所 在 地  小松市園町ハ１０８－１ 〒９２０－０８０１ 

    電話番号  ０７６１－２３－１７０７ 

    ＦＡＸ番号 ０７６１－２３－１２０７ 

    所管区域  小松市、加賀市、能美市、川北町 

 

●石川県石川農林総合事務所 企画調整室 
    所 在 地  白山市馬場２丁目１１３番地 〒９２４－０８６４ 

    電話番号  ０７６－２７６－０５２８ 

    ＦＡＸ番号 ０７６－２７６－２７４５ 

    所管区域  白山市、野々市市 

 

●石川県県央農林総合事務所 企画調整室 
    所 在 地  金沢市戸水２丁目３０番地 〒９２０－８２０４ 

    電話番号  ０７６－２０４－２１００ 

    ＦＡＸ番号 ０７６－２６８－９０１４ 

    所管区域  金沢市、かほく市、津幡町、内灘町 

 

●石川県中能登農林総合事務所 企画調整室 
    所 在 地  七尾市小島町二部３３番地 〒９２６－０８５２ 

    電話番号  ０７６７－５２－２５８３ 

    ＦＡＸ番号 ０７６７－５２－３１５１ 

    所管区域  羽咋市、七尾市、宝達志水町、志賀町、中能登町 

 

●石川県奥能登農林総合事務所 企画調整室 
    所 在 地  輪島市三井町洲衛１０－１１－１ 〒９２９－２３９２ 

    電話番号  ０７６８－２６－２３２０ 

    ＦＡＸ番号 ０７６８－２６－２３３１ 

    所管区域  輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 

 

 

（公募事業に関する問合せ先） 

石川県農林水産部里山振興室または石川県農林総合事務所企画調整室までお願いします。 

 

石川県農林水産部里山振興室 

  所 在 地  金沢市鞍月１丁目１番地 〒９２０－８５８０ 

  電話番号  ０７６－２２５－１６３１ 

    ＦＡＸ番号 ０７６－２２５－１６１８ 
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２ いしかわ里山振興ファンド事業 基本方針 

 

 
 

 

いしかわ里山振興ファンド事業 基本方針 

里山里海に人の手を戻し活用することで、新たな魅力を創造し、その魅力がさ

らに人を呼び戻すという良い循環を形成する新しい里山づくりを進めるために、

いしかわ里山振興ファンドでは、以下の取組みを推進します。 

 

○ 里山里海における新たな価値の創造 

   地域資源の持続可能な利活用を通して、里山里海に新たな価値の創造を図

り、里山里海の利活用を通じた生物多様性の保全を進めていきます。 

 

○ 多様な主体の参画による新しい里山づくり 

   里山里海の生物多様性を保全していくためには、「人が里山を利用する」と

いう里山本来のあり方を取り戻すことが重要です。 

   多様な主体の参画を得て、里山里海での人と自然との新たな関係の構築を

進めていきます。 

 

○ 森・里・川・海の連環に配慮した生態系の保全 

   適切な物質循環や生きものの生息環境の連続性の確保、生態系ネットワー

クの再生等を念頭に、都市を含めた流域全体の生態系保全の視点に立ち、森・

里・川・海の連環に配慮した生態系の保全を進めていきます。 

 

○ 生物多様性の恵みに関する理解の浸透 

   農林水産業や暮らしの営みと深く結びついた里山里海の生物多様性を保全

するためには、生きものや自然環境を保護するだけでなく、健全な農林水産

業が営まれることなど、人が里山里海を利用することの重要性を認識し、実

践していくことが必要です。このため、県民にわかりやすい方法でこれらの

普及啓発を推進します。 


